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この資料は総会（３月 29 日（水）午後７時 30 分から）に御持参ください。 

（コロナウイルス対策による時間短縮のため、事業計画は総括及び公民館の

みとさせていただきますので、資料をお読みいただきご出席下さい。） 



令和５年度 上久堅地区まちづくり委員会 事業計画 

「未来をひらく 人と人とが支え合う 元気な上久堅」 

 

１ 「上久堅地区基本構想・基本計画」の実施５年目に入るが、いいだ未来デザ

イン 2028、中山間地域振興計画等にも配慮するなかで、引き続き確実に実行

できるよう取り組んでいく。基本構想では 2028 年の人口目標を 1,020 人と設

定し、「人口減少抑制」を主に置きながら、「人と人とのつながりの重視」など

を重点に、地域が安定して持続できる取り組みを主な施策として実施します。 

  

２ 空き家対策特別委員会について、本年度も最重点事業として各区に協力を

いただきながら力を入れて取り組みたい。移住者の住居確保の面から、人口減

少抑制に寄与するとともに、老朽化した空き家を除去することにより、地区内

の防犯、景観にも寄与できる重要な取り組みである。ここ３年で１８件の空き

家を解消したが、継続していくことが大切であり重要で本年度も 2 件の目標

を設定するなかで取り組んで行く。 

  また、地区として空き家バンクの地域担当体制確保の検討を進める。 

 

３ 観光振興特別委員会は、今後の組織体制について神之峰活性化委員会と 

  北田遺跡保存会の各組織と一体となった体制づくりの検討や、神之峰観光 

  開発事業についても検討を進めたい。 

 

４ 土地利用計画の推進の一環として空き家対策の他にも、地区内屋外広告物

の改修・撤去のほか、遊休農地対策も含め地域の景観の維持向上に向けて積極

的に取り組みたい。 

 

５ 本年度は上久堅地区の 10 年計画「第 3次基本構想・基本計画(2019～2028)  

 の中間年となる。5年間の評価を行い、改善内容について検討する。 

そして、持続可能な地域づくりに向け、昨年度は役員の削減など組織体制を見

直しましたが、本年度は事業の見直しを進めたい。 

 

６ 令和 7 年に上久堅小学校開校 150 周年を迎える。本年度よりその準備を始

めていきたい。 

 

７ 情報発信体制の構築は重要と考える、ホームページ等の円滑な運用や、空き

家対策、観光振興、北田遺跡、神之峰、公民館行事等についてできる限り実施

して参りたい。 



総務文教委員会            

 
基本構想第 2 章について 5 年間の評価を行い、改善内容について検

討を行う。 

 
 
1 人口減少抑制に向けた、地区内への定住策の推進 

(1) 定住人口の減少抑制事業等を重点的に、各委員会と連携して検討し、推進す

る｡ 

(2) I･U ターン者等を地区内に呼び込むための施策を検討し、推進する。 

(3) 飯田市の定住策を活用した、定住人口確保の推進を行う。 

 

2 人と人のつながりを大切にした地域づくり 

(1) 各種行事等への参加による世帯間を越えたつながりへの支援を推進する。 

(2) 分館単位での交流及び作業に向けた支援・施策を検討する。 

(3) 地域外交流の足掛かりとなる「神峰会」との交流を継続、促進する。 

 

3 持続可能な組織体制の構築 

(1) 高齢化や人口減少を見据えて各種事業を精査検討する。 

(2) 財源の効率的な執行や補助金等の積極的な利用を検討する。 

(3) 地域おこし協力隊と協働した取り組みの推進を図る。 

4 情報発信体制の構築 

ホームページ等を活用し、地区内外への情報発信、情報交換を行う。 

 

 
基本構想第 2 章について 5 年間の評価を行い、改善内容について検

討を行う。 

 

 

5 子育て支援施策の推進 

(1) 子育て世代を支援し、地域の子どもたちを育むための「児童クラブ」「延長

保育」の運営面での支援やスタッフ体制の充実を図る。 

(2) 「子育て支援の会」へ継続して支援する。 

(3) 施設の維持管理等保護者への負担軽減のため、保育園保護者会、小学校・中

学校・PTA と連携して運営を支援する。 

基本構想第 1章 地域づくり 

基本構想第２章 子育て若者世代支援 

基本構想第1章 

基本構想第2章 



 

6 結婚支援施策への取り組み 

結婚相談員と連携して情報提供を行う。 

 

       (土地利用計画は基本構想・基本計画を補完する計画です。) 

7 土地利用計画の推進 

(1) 空き家対策の施策を積極的に推進する。 

(2) 屋外広告物の撤去、改修を積極的に推進する｡ 

 
 
8 継続事業 

(1) 保育園及び小学校の環境整備作業 

（保育園 ５月 13日、７月 22日、９月９日） 

（小学校 ６月３日、９月２日) 

(2) ふるさと自然体験への協力 （７月８、９日） 

(3) 農村広場及び福祉ゾーンの整備作業 （７月２日） 

 (4) 神之峰城址公園周辺の整備作業 （７月２日） 

(5) 飯田りんごん参加 （８月５日）(未定) 

(6) 第 28 回ひさかたの火まつり （８月 15日） 

(7) 市長と語るまちづくり懇談会（９月 26日） 

(8) 新春フォーラム （１月 14日） 

(9)  研修視察（執行役員 １回） 

基本構想第１・２章 関連事業 

土地利用計画  



産業建設委員会 

 
 
基本構想第 3 章について 5 年間の評価を行い、改善内容について検討を行

う。 

 
 
 
１ 道路改良等の推進 
  三遠南信自動車道全線開通及び国道・県道の改良に向けたに要望活動を実

施する 
  
２ 景色の良い場所の公園整備検討の推進 
  地域の憩いの場として景色の良い展望休憩所の設置についての検討 
 
３ 若者の定住促進のため、飯田市近居同居支援事業補助金などの周知の実施 
 
 
 
４ 既存建物維持管理等の対策の推進 
 (1) 空き家対策のため、調査及び家主への情報提供を実施する。 

 (2) 空き家対策のため、地域内での申し合わせ等運用体制構築を検討する。 

    →空き家対策特別委員会の事業推進 

 (3) 上久堅郷土歴史資料館の利活用と維持管理を推進する。 

 

５ 上久堅地区所有の公園等の維持管理の推進 

 (1) 北田遺跡公園の利活用と維持管理を推進する。 

 (2) 福祉ゾーンのゲートボール場利用促進と維持管理を推進する。 

 
 
 
６ 防災意識の高揚 
 (1) 自主防災会と連携し、訓練を実施する。 

 (2) 非常時の協力体制構築のため、各地区防災拠点との連携を検討する。 

 (3) 消防団と赤十字奉仕団と連携し、活動の支援や協力等を実施する。 

基本構想第３章 建設 

基本構想第３章 維持 

基本構想第３章 防災 

基本構想第３章 



 

７ 防災機器設備の充実 

 (1) 自主防災会及び各地区の非常時用防災資機材を充実させる。 

 
 
 
基本構想第 4 章について 5 年間の評価を行い、改善内容について検討を行

う。 

 
 
８ 遊休農地の解消と活用の推進 
 (1) 農業振興会議・農事組合及び中山間推進会議と連携し、遊休農地活用を

検討する。 

 (2) 地域の特産物を広く届けるため、ふるさと便を支援する。 

 

９ 地区内店舗利用の促進 
  JA ガソリンスタンド維持の支援を行う。 

 

10 野生鳥獣による農業被害防止の取り組み 

  野生鳥獣対策協議会及び猟友会と連携し、防護柵維持管理に協力する。 

 

11 上久堅ブランド品への取り組み 

地域産業において重要な、上久堅ブランド品の検討、支援に取り組む。 

 
 
 
12 豊かな自然を生かした観光の推進 

 (1) 上久堅地区にある資源を十分に活用し、観光開発事業に繋がる取り組み

を進める。 

(2) 秋葉街道を生かした「小川路峠へ登ってみよう」の実施及び企画内容の

検討を行う。 

 (3) 農業、林業体験の模索、及び農家民泊体験観光受け入れ農家増加の支援

を行う。 

(4) 北田遺跡公園にあるベンチや敷地内看板の移設・改修を進める。 

 

13 ホームページ等による地域観光の PR 

基本構想第４章 産業 

基本構想第４章 観光 

基本構想第４章 



 (1) 観光風景や体験内容等を、ホームページで発信する。 

 (2) 観光案内看板の整備を行い、ホームページとリンクさせ上久堅の観光Ｐ

Ｒ活動を進める。 

 

 

 

14 土地利用計画の推進 

 (1) 空き家対策の施策を積極的に推進する。 

 (2) 屋外広告物の撤去、改修を積極的に推進する。  

土地利用計画 



 健康福祉委員会 

 
 
 
基本構想第２章について 5 年間の評価を行い、改善内容について検討を行う。 

 

 

１ 福祉のまちづくりの推進 

(1) 高齢者のための事業 

 ア 敬老の日祝賀事業 

  イ 独居高齢者のふれあい交流事業 
(2) 介護を行う方向けの事業 

介護を行う方向けの相談及び交流会 
(3) 関係諸団体との協同事業 
ア 文化祭への協力（公民館主催・隔年開催） 
イ ひさかたの火まつり参加協力 

 

２ 住民支え合いマップの有効活用 
  住民支え合いマップの再確認及び更新を行い、日常での見守り、支え合いにつな

げる（日常の困りごとの集約と支援体制の確立に向けた検討）。 
 
３ 高齢者の交流の場への支援 
  シニアクラブ、いきいき教室、ふれあいサロン等への支援、男女ともに集える場

の検討 
 

４ 健康福祉基盤の充実化 

(1) 委員研修の実施 

(2) 移送サービス事業の実施 

(3) 福祉に係るボランティア活動への支援 

(4) 地域福祉課題の検討 

 
 
 
５ 関係団体への支援 

結婚相談員が行う結婚支援活動への支援  

基本構想第２章 高齢者福祉支援 

基本構想第２章 子育て若者世代支援 

基本構想第２章  



保健推進委員会 

 

 
 
基本構想第 2 章について 5 年間の評価を行い、改善内容について検討を行う。 

 

 

 

１ 健康意識向上をめざして 
自立した豊かな生活を送るうえで大切なことは心身ともに健康であることです。誰も

が生涯現役で健やかに過ごすために「自らの健康は自ら守る」「今の健康状態を維持し
たままいきいきした幸齢者を目指す」を目的に健康保持増進と健康寿命延伸に向けた働

きかけを行います。 
 

２ 各種健康教室・健康に関する講座の開催 

生活習慣病を身近な問題として捉え、自らの健康状態を正確に把握し、予防のた

めに行動できるような学習の機会とする。 

（１） 常会健康教室 

『生活習慣病予防について』をテーマとし健康教室を開催、自分の体について知

り、特定健診や人間ドック受診者の増加を目指す。併せてかかりつけ医を持つこ

とを呼びかける。 

（２） 運動実践講座 

ア 年６回コースの運動講座を開催 

イ 公開ウエルビクス講座 

（３） 医療講演会の開催 

（４） 料理教室の開催 

 

 

３ がん検診受診勧奨の取り組み 

  がん検診申し込み書兼調査票の取りまとめを実施する 

 

４ 公民館との共催事業の実施 

  地域の健康増進を目的に行う 

  囲碁ボールリーグ戦への協力（参加者の血圧測定） 

  ウォーキング事業への協力 

   

５ 各種研修会への参加 

 （１）飯田市保健推進委員会代表者会 

 （２）飯伊保健補導員等研修大会  

（３）長野県保健補導員等研究会 等 

（４）定例会における学習会 

基本構想第２章 健康づくり支援 

基本構想第２章 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

公民館 

 
 
基本構想第 5 章について 5 年間の評価を行い、改善内容について検討を行う。 

 

 

１ 公民館が果たすべきこと 

公民館はまちづくり委員会の構成団体であるとともに社会教育法に基づく教育機関と

しての２面性をもっており、地域の諸団体と連携協力を図りつつ、地域の人々の自由な文

化学習活動を支援する地域力向上の拠点、また地域づくりの基盤である人づくりに努めま

す。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

この公民館としての役割を果たすために、上久堅公民館は、「上久堅地区基本構想」の

中の『未来をひらく 人と人とが支え合う 元気な上久堅』を最終目的において、以下の

事業を実施します。 

 

（１）「交流の場」公民館は、何よりも仲間づくりを大切にする 

（２）「学習の場」学びのグループを支援し、様々な地域の課題、要望に対応する 

（３）「地域の良さを再発見する場」子どもが健やかに育ち、故郷に愛着と誇りを持てる

環境をつくる 

（４）「歴史を伝え文化を創造する場」先人たちが築いた歴史・文化を大切にして今に活

かす 

（５）「スポーツ・レクリエーションの場」地域の絆を深め、健康で心豊かな人づくりを

めざす 

（６）「情報授受と発信の場」地域の様々な出来事を記録し情報を提供・発信する 

 

みつける つながる 育てる 実現する 公民館 

・地域活性化の起爆剤となる地域の資源（人・もの）を発掘する 
・地域や人を知り、自己実現を図るテーマや素材を見つける 

・多様な主体が情報や課題を共有し取り組むことで相乗効果を

生む 
・人と人が結びつくことで悩みや課題解決の糸口となる 

つ
な
が
る 

・地域を担うキーパーソンが生まれ後継者が育つ 
・住民相互の学びが深まりネットワークが広がる 

 
 

・地域が活性化し地域の課題解決に結びつく 
・思いが実現できる 
・新たな気づきや視点を持つ 
 

 

育
て
る 

公民館は地育力を向上させる実践的な場として機能する 

 

み
つ
け
る 

実
現
す
る 
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基本構想第５章 文化・教育 

基本構想第５章 



現在、上久堅地区を取りまく状況は人口減少が進み、各地区からの役員選出も難しくな

ってきています。情報収集が多様化し、人と人のつながりも希薄化してきています。また、

令和２年２月からは新型コロナウイルスによる事業中止・延期に見舞われました。今年度

はコロナ禍であっても工夫を凝らし、①多くの人とつながり、②一つのことを皆で成し遂

げる喜び、③体験から生まれる仲間づくり、を地域の皆さんに経験してもらいたいと考え

ております。また、公民館委員の皆さん自身が楽しみながら事業を計画・実施できるよう

努めてまいります。 

さらに、平成 28年度より小中連携・一貫教育を推進する「飯田コミュニティスクール」

の組織が全市一斉に小中学校に設置され、未来の地域と社会を担う子ども達のために、コ

ロナ対策など工夫して学校・保護者・地域が一体となって地域に根差した学校作りを公民

館も積極的に取り組んでいきます。 

全ての活動はコロナ対策をしながらも、「明るく・楽しく・元気よく」を心がけて進め

てまいります。 

 

２ 各委員会の事業計画 

（１）企画委員会 

生活課題の解決や伝統文化の継承を行い、分館内の親睦・交流を深める。今年度も

地域風土を学びながら地元のへの愛着を持つ子どもの育成と地域の子は地域で育てる

大人の地域力促進する「ふるさと自然体験 2023」を企画する。また、身近な暮らしの

課題や知恵から考えを深めていく「くらし学習会」を実施し、心豊かなひとづくりを

めざす。 

・分館自主活動 

・しめ縄飾り講習会 

・ふるさと自然体験 2023 

・いいだ人形劇フェスタ 2023上久堅地区公演 

・ひさかたの火まつり第一部への支援 

・学級講座・その他事業の企画、運営 

・十三の郷ウォーキング事業における連携 

 

 

（２）文化委員会 

地域に残る歴史や伝統文化の伝承を大切にする気風を育てながら、子どもから高齢

者までが、一堂に集え交流の場となる活動を行う。 

特に本年度は、文化祭を通して地域づくりの基盤となる地区民の交流を大切にし、

地域文化の学びにつながる活動に取り組む。 

・いいだ人形劇フェスタにむけた学習会 

・いいだ人形劇フェスタ 2023上久堅地区公演 

・ひさかたの火まつり第一部 

・上久堅を知る 

・上久堅地区文化祭 

・上久堅地区二十歳の集い 

 

（３）体育委員会 

地域住民の健康増進を図ると共に、スポーツ・レクリエーションを通じ、親睦・交



流を行うことで地域住民の絆を深めることを目指す。人と人とのつながりを大切にし、

参加する人たちが元気で笑顔になるような内容の充実を図る。ニュースポーツの情報

提供や普及にも取り組んでいく。 

・分館対抗女性スポーツ大会 

・分館対抗ソフトボール大会 

・上久堅地区運動会 

・冬季スポーツ講習会 

・地域全体への囲碁ボールの定着 

・ＡＥＤ講習会 

・ニュースポーツの普及 

・十三の郷ウォーキング事業における連携 

・地区内スポーツ団体への協力 

・Ｄブロック公民館交流スポーツ大会 

・竜東中学校区交流スポーツ大会 

 

（４）広報委員会 

館報「かみひさかた」の発行を通じて公民館活動や地域行事を記録し、後世に残し

ていく。また、地域の課題や問題点を共に考え、学ぶきっかけづくりとする。読者（地

域住民と外部購読者）に上久堅への愛着を深めてもらえるような紙面づくりを目指す。 

・館報「かみひさかた」の発行 

・館報発送サービス 

 

（５）学級・講座 

飯田市公民館の基本方針である以下の８つの重点事業を基に、地域に着目した学習

と交流を深めながら推進する。 

①乳幼児教育支援事業    ②人権・多文化学習事業 

③地域芸術文化振興事業   ④学習交流推進事業 

⑤郷土学習推進事業     ⑥健康学習推進事業 

⑦環境学習支援事業     ⑧コミュニティスクール(ＣＳ)推進事業 

⑨その他…くらし学習会 

 

（６）その他 

・飯田市公民館大会 

・飯田市女性バレーボール大会 

・飯田市公民館Ｄブロック事業（小学生交流・バドミントン大会等） 

・シニアクラブへの協力支援 

・小学校（クラブ活動、総合教育への支援等）、中学校と連携した取組み 

・各種サークル、団体への支援 



 

空き家対策特別委員会 

 
 
１ 空き家対策の推進 
  空き家解消件数の目標は２件以上とする。 
  飯田市空き家バンクへの登録件数を増やす。 
  地区 HP を活用した情報発信を引続き行う。 

  人口増加のための活用方法だけでなく、事業用途などの関係人口増加のた

めの活用も視野に入れた空き家対策を行う。 
  
２ 昨年度の反省事項より今年度活かしていきたい事項 
 (1) 空き家バンクの地域担当体制確保の検討 

(2) 家主を説得できそうな場合の事務局との連携 

 (3) 家主への無償譲渡などの方法の情報提供 

 (4)  補助金事業を活用した取り組みの実施 

  (5)  移住お試し体験の実施 

 

土地利用計画 



 

観光振興特別委員会 

 
 
 
基本構想第４章について 5 年間の評価を行い、改善内容について検討を行

う。 

 
 

１ 行事開催 

観光振興特別委員会総会 令和５年５月下旬 

  文供養  令和５年７月 23 日(日) 

  月見の宴 令和５年 9月中旬 (今年の中秋の名月は 9月 29 日) 

  小川路峠に登ってみよう 令和５年 10 月 14 日(土) 

  ※委員会は随時実施 

 

２ 作業 

小川路峠に登ってみよう 事前作業 令和５年 10 月１日(日) 

  北田遺跡公園ベンチ改修事業 

 

３ その他 

・観光振興特別委員会の今後の組織体制について、神之峰活性化委員会と北

田遺跡保存会の各組織と一体となった体制づくりの検討を進める。 

 

・観光振興特別委員会は、関係団体の連携強化を図ることも目的としており、

令和 5年度基本構想基本計画の見直しの時期となっているため、会議の中

で模索して参りたい。また神之峰観光開発事業についても検討を進めたい。 

 

・神之峰城址、北田遺跡、秋葉街道、権現山等の魅力を伝える案内人養成支

援を行い、史跡を生かした観光の推進に取り組む。 

 

基本構想第４章 観光 

基本構想第４章 


